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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
ま た 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 ト ナ ー 搬 送 ユ ニ ッ ト ６ ２ は 、 図 ５ ～ 図 ７ に 示 す よ う に 、 ユ ニ ッ
ト 着 脱 機 構 １ ３ ０ に て メ イ ン フ レ ー ム ２ ０ に 取 り 付 け ら れ て い る 。
こ こ で 、 ユ ニ ッ ト 着 脱 機 構 １ ３ ０ は 、 ト ナ ー 搬 送 ユ ニ ッ ト ６ ２ （ ト ナ ー 搬 送 ダ ク ト ７ ０ ，
搬 送 オ ー ガ ー ８ １ ～ ８ ４ ， 駆 動 伝 達 機 構 ９ ０ ） が ネ ジ な ど の 締 結 具 １ ３ ２ に て 固 定 さ れ る
サ ブ フ レ ー ム １ ３ １ を 有 し 、 こ の サ ブ フ レ ー ム １ ３ １ に 形 成 さ れ た 適 宜 数 の 取 付 片 １ ３ ３
を ネ ジ な ど の 締 結 具 １ ３ ４ （ 図 １ １ 参 照 ） に て メ イ ン フ レ ー ム ２ ０ に 着 脱 自 在 に 取 り 付 け
る よ う に し た も の で あ る 。
特 に 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 サ ブ フ レ ー ム １ ３ １ は 、 図 １ １ 及 び 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 モ ー
タ 側 ギ ア １ １ １ ス タ ッ ド １ １ ２ が 直 接 嵌 合 す る 位 置 決 め 孔 １ ３
５ を 有 す る と 共 に 、 当 該 位 置 決 め 孔 １ ３ ５ か ら 離 間 し た 部 位 は メ イ ン フ レ ー ム ２ ０ 側 の 位
置 決 め ピ ン １ ３ ６ が 嵌 合 す る 長 孔 状 の 位 置 決 め 調 整 孔 １ ３ ７ を 有 し て い る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
ま た 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る ト ナ ー 回 収 装 置 の 取 付 構 造 に つ い て 説 明 す る 。
例 え ば ト ナ ー 回 収 装 置 を 取 り 付 け る 場 合 に は 、 先 ず 、 ト ナ ー 搬 送 ユ ニ ッ ト ６ ２ を サ ブ フ レ
ー ム １ ３ １ に 締 結 具 １ ３ ２ に て 組 み 付 け た 後 、 メ イ ン フ レ ー ム ２ ０ に サ ブ フ レ ー ム １ ３ １
を 締 結 具 １ ３ ４ に て 取 り 付 け る よ う に す れ ば よ い 。
逆 に 、 ト ナ ー 搬 送 ユ ニ ッ ト ６ ２ を メ ン テ ナ ン ス す る よ う な 場 合 に は 、 図 １ １ 及 び 図 １ ２ に
示 す よ う に 、 メ イ ン フ レ ー ム ２ ０ に 対 す る サ ブ フ レ ー ム １ ３ １ の 締 結 具 １ ３ ４ を 取 り 外 し
、 サ ブ フ レ ー ム １ ３ １ と 共 に ト ナ ー 搬 送 ユ ニ ッ ト ６ ２ を 各 ク リ ー ナ ２ ６ ， ４ １ 及 び ト ナ ー
回 収 ボ ト ル ６ １ の ダ ク ト 受 部 （ 図 示 せ ず ） か ら 抜 き 出 す よ う に す れ ば よ い 。

（ 図 ４ 参 照 、 以 下 同 様 ） の



こ の と き 、 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 ト ナ ー 搬 送 ダ ク ト ７ ０ の 各 搬 送 ダ ク ト ７ １ ～ ７ ４ を
ば ら す 必 要 が な い た め 、 各 搬 送 ダ ク ト ７ １ ～ ７ ４ の 連 結 部 か ら 廃 ト ナ ー が こ ぼ れ る 懸 念 は
全 く な い 。
更 に 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 ト ナ ー 搬 送 ダ ク ト ７ ０ の 第 １ 、 第 ２ の 搬 送 ダ ク ト ７ １ ， ７ ２ の
接 続 部 に は 上 方 側 に 向 か う 連 通 用 開 口 ７ １ ａ ， ７ ２ ａ が 開 設 さ れ て お り 、 ま た 、 第 ３ の 搬
送 ダ ク ト ７ ３ の 接 続 部 に は 下 方 側 に 向 か う 連 通 用 開 口 が 開 設 さ れ て い る が 、 ト ナ ー 回 収 ボ
ト ル ６ １ と の 接 続 状 態 が 解 除 さ れ た 時 点 で シ ャ ッ タ ７ ５ が 連 通 用 開 口 を 塞 ぐ た め 、 ト ナ ー
搬 送 ユ ニ ッ ト ６ ２ 取 り 外 し 時 に ト ナ ー 搬 送 ユ ニ ッ ト ６ ２ か ら 廃 ト ナ ー が 不 必 要 に こ ぼ れ る
と い う 事 態 は 有 効 に 回 避 さ れ る 。
尚 、 各 ク リ ー ナ ２ ６ ， ４ １ 及 び ト ナ ー 回 収 ボ ト ル ６ １ 側 の ダ ク ト 受 部 も 搬 送 ユ ニ ッ
ト ６ ２ が 取 り 外 さ れ た 時 点 で は シ ャ ッ タ （ 図 示 せ ず ） に て 閉 塞 さ れ る た め 、 各 ダ ク ト 受 部
か ら 廃 ト ナ ー が 不 必 要 に こ ぼ れ る 懸 念 は な い 。
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